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令和５年第１回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第２号）

令和５年３月３日（金曜日） 午前１０時００分開議

第 １ 議案第１４号 令和４年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

第 ２ 議案第１５号 令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算

第 ３ 議案第１６号 令和４年度中頓別町水道事業特別会計補正予算

第 ４ 議案第１７号 令和４年度中頓別町下水道事業特別会計補正予算

第 ５ 議案第１８号 令和４年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算

第 ６ 議案第１９号 令和４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
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教育委員会主幹 後 藤 浩 一 君
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国保病院事務長 西 村 智 広 君

会 計 管 理 者 庵 日 鶴 君

認定こども園園長 大 島 朗 君
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議会事務局書記 田 辺 めぐみ 君



- 51 -

◎開議の宣告

〇議長（村山義明君） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付した議事日程第２号のとおりです。

（午前１０時００分）

◎議案第１４号

〇議長（村山義明君） 日程第１、議案第１４号 令和４年度中頓別町国民健康保険事業

特別会計補正予算を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） おはようございます。本日もよろしくお願いします。議案第１４

号 令和４年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、相馬保健福祉

課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） おはようございます。よろしくお願いいたします。議案

第１４号 令和４年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説明いたし

ます。

１ページをお開き願います。令和４年度中頓別町の国民健康保険事業特別会計補正予算

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３８万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，７４２万４，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に１万６，０００円を追加し、

８２１万３，０００円とするもので、内容につきましては２節給料で会計年度任用職員の

給料に不足が生じたため１万６，０００円を追加するものであります。

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、５目保険給付費等交付金償還金では、既定

額に２万５，０００円を追加し、２万６，０００円とするもので、２２節償還金利子及び

割引料で保険給付費等交付金における過年度分の償還金として２万５，０００円を追加。

８目特定健康診査等負担金償還金では、既定額に３４万円を追加し、３４万１，０００

円とするもので、２２節償還金利子及び割引料で特定健康診査等負担金における過年度分

の償還金を追加するものです。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に３８万１，０００円を追加し、１億９，
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７４２万４，０００円とするものであります。

続きまして、歳入についてご説明いたします。８ページをお開き願います。３款道支出

金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金につきましては、既定額に１万６，０００円

を追加し、１億４，５０１万８，０００円とするものです。２節保険給付費等交付金（特

別交付金）で１万６，０００円を追加するものです。

５款繰越金、１項繰越金、１目その他繰越金につきましては、既定額に３６万５，００

０円を追加し、３６万６，０００円とするもので、歳出で説明しました過年度分の償還金

に充当するために計上するものです。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に３８万１，０００円を追加し、１億９，

７４２万４，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１４号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１４号 令和４年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第１５号

〇議長（村山義明君） 日程第２、議案第１５号 令和４年度中頓別町国民健康保険病院

事業会計補正予算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第１５号 令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補

正予算につきまして、西村病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 西村国保病院事務長。

〇国保病院事務長（西村智広君） おはようございます。よろしくお願いします。議案第

１５号 令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算についてご説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。総則、第１条、令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業
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会計の補正予算は、次に定めるところによる。

収益的収入及び支出、第２条、令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。病院事業収益につきまし

ては、既決予定額より２，９６１万２，０００円を減額し、５億８，７８８万３，０００

円とするものです。病院事業費用では、既決予定額より２，９６１万２，０００円を減額

し、５億８，７８８万３，０００円とするものであります。

資本的収入及び支出、第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。資本的収入につきましては、既決予定額より４００万４，０００円を減

額し、２，３８９万３，０００円とするものです。資本的支出につきましては、既決予定

額より４５０万９，０００円を減額し、３，０６８万５，０００円とするものです。なお、

資本的収入が資本的支出額に対し不足する額６７９万２，０００円は、当年度分損益勘定

留保資金で補填するものです。

企業債、第４条、企業債として起こすことができる企業債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は次のとおり変更する。起債の目的には変更はなく、病院事業の医療

器械購入事業の起債の確定による限度額の変更であり、限度額６４０万円を４８０万円に

変更するものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。

他会計からの補助金、第５条、予算第８条に定めた一般会計から受ける補助金の予定額

を次のとおり補正する。一般会計補助金につきましては、既決予定額に６，７６１万２，

０００円を追加して、３億６，１９２万５，０００円とするものです。

棚卸資産購入限度額、第６条、予算第９条に定めた棚卸資産の購入限度額を次のとおり

補正する。棚卸資産購入限度額を既決予定額より１，１１１万２，０００円を減額して、

４，４３４万５，０００円とするものです。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明申し上げます。１７ページをお開き願います。ま

た、別に配付してございます補足説明資料の５ページをお開き願います。１款病院事業費

用、１項医業費用、１目給与費は、既決予定額より１４８万５，０００円を減額し、３億

７，４６２万８，０００円とするもので、給料の１００万円の追加は介護医療院への移行

職員分の実績精査による増額、手当で２００万円の追加は実績見込みによる追加及び減額

で、主にコロナウイルス感染症に係る時間外手当及び伝染病予防救治作業手当の追加によ

るものであります。報酬で７０９万６，０００円の減額は、出張医師報酬及び派遣看護師

報酬の実績見込みによる減額及び代替技師報酬の実績精査による追加であります。法定福

利費で１７０万円の追加については、共済組合及び社会保険等の事業主負担分の実績見込

みにより追加、退職給付費で実績見込みにより７０万円の減額、賞与引当金繰入額で１４

８万円、法定福利費引当金繰入額で１３万１，０００円は職員の異動に伴い引当金の再計

算に基づき追加するものであります。給与費の明細につきましては、７ページから１４ペ

ージまでに掲載しておりますので、ご参照願います。
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２目材料費では、既決予定額より８６３万２，０００円を減額し、３，５４３万６，０

００円とするもので、薬品費で１，０２８万２，０００円の減額は診療に伴う執行状況を

勘案しての減額、診療材料費の追加は検査、看護部門のコロナウイルス感染症の検査キッ

ト等の購入に伴う追加、給食材料費の３７万６，０００円の追加は実績見込額の精査に伴

う追加計上であります。

３目経費では、既決予定額より７０万１，０００円を減額し、６，３９８万円とするも

ので、そのほとんどが実績及び見込みに係る予算の精査、不用額の減額でありますので、

追加項目のみご説明いたします。光熱水費は、医師住宅及び派遣職員用住宅の利用増及び

電気料単価の高騰に伴い電気料１２７万５，０００円の追加、燃料費では燃料単価高騰及

び使用見込みにより１４９万４，０００円の追加、１９ページをお開き願います。また、

補足説明資料の６ページをお開き願います。雑費のシーツ、被服等洗濯代は、洗濯物の増

加に伴い３４万４，０００円を追加するものであります。

４目減価償却費につきましては、既決予定額より２２５万３，０００円を減額し、４，

０４０万７，０００円とするもので、建物及び機械備品の減価償却費再計算により減額及

び追加するものであります。

５目資産減耗費につきましては、既決予定額に１８万５，０００円を追加して、３３万

５，０００円とするもので、期限切れの薬品の減耗及び老朽化に伴い更新した不用機器等

の処分に伴う減耗費であります。

６目研究研修費では、既決予定額より３７万５，０００円を減額し、９２万５，０００

円とするもので、図書の購入減、旅費では新型コロナウイルス感染症の流行により研修機

会が大幅に減ったことに伴う不用額の減額、研究雑費は参加費等の負担金の実績見込みに

よる追加であります。

２項介護保険事業費用、１目給与費は、既決予定額より１，４９１万２，０００円を減

額し、５，７７３万２，０００円とするもので、給料の３３８万７，０００円の減額、手

当の７２３万３，０００円の減額、法定福利費の４３１万３，０００円の減額は介護医療

院等の職員の採用状況に伴う実績見込みによる減額であります。報酬の２万１，０００円

の追加は、会計年度任用職員及び出張医師報酬の実績見込みに基づくものであります。

２目材料費では、既決予定額より６７万４，０００円を減額し、６４７万円とするもの

で、薬品及び診療材料費の減額、給食材料費の追加は実績見込みに基づくものであります。

３目経費では、既決予定額より７６万５，０００円を減額し、６３５万３，０００円と

するもので、実績見込みによる不用額の減額及び追加するものであります。

続きまして、収益的収支の収入をご説明申し上げます。１５ページをお開き願います。

また、補足説明資料の３ページをお開き願います。１款病院事業収益、１項医業収益、１

目入院収益では、既決予定額より８９９万２，０００円を減額し、７，７１７万９，００

０円とするもので、入院患者数の減少に伴い減額するものです。

２目外来収益では、既決予定額より７，０９１万４，０００円を減額して、６，６２０
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万６，０００円とするもので、外来患者数の減少に伴う減額であります。

３目その他医業収益では、既決予定額に５６４万５，０００円を追加し、２，７１０万

５，０００円とするもので、コロナワクチン接種等の増加による公衆衛生活動収益の増、

コロナ感染症拡大防止に伴う健診受入れ抑制に伴う医業相談収益の減、診断書発行数の減

少による文書料の減、長期入院患者の減少による一部自己負担の減少によるその他医業収

益の減となっております。

４目他会計負担金は、既決予定額に１２万１，０００円を追加し、３，２３３万６，０

００円とするもので、救急医療費分の額確定に伴う追加計上であります。

２項介護保険事業収益、１目訪問看護収益は、既決予定額より８９万７，０００円を減

額し、３０万３，０００円とするもので、利用者数の減少に伴う減額であります。

２目通所リハビリ収益は、既決予定額に９万２，０００円を追加し、３３２万６，００

０円とするもので、利用者数及び回数の増に伴う増額であります。

３目居宅事業所収益は、既決予定額に５５万７，０００円を追加し、６４１万７，００

０円とするもので、見込みより利用者数が増えたことに伴う増額であります。

４目その他介護保険収益は、既決予定額に２８万１，０００円を追加し、２８万２，０

００円とするもので、介護医療院の保険対象外（電気、口腔ケアジェル）の経費の実績見

込みにより追加するものであります。

５目他会計補助金は、既決予定額に１，０５４万３，０００円を追加し、３，１０１万

３，０００円とするもので、介護医療院の運営費補助金の実績見込みに伴う追加計上であ

ります。

６目介護医療院収益は、既決予定額より２，６９２万７，０００円を減額し、２，９２

１万４，０００円とするもので、開設当初の移行状況及び入所者が定員に満たなかったこ

とに伴う減額であります。

３項医業外収益、１目受取利息配当金は、既決予定額より４万６，０００円を減額し、

４，０００円とするもので、預金利息の実績見込みによる減額。

２目他会計補助金は、既決予定額より４２万２，０００円を減額し、２，２１７万２，

０００円とするもので、基礎年金拠出金公的負担分、共済追加費用負担分の額確定による

追加及び減額、研究研修費分の見込みにより減額するものであります。

３目他会計負担金は、既決予定額に５，９８２万４，０００円を追加し、２億６，００

６万１，０００円とするもので、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金分の実績

に伴う減額、運営費補助金の見込みに伴う追加計上であります。

４目患者外給食収益は、既決予定額に９万円を追加し、６３万円とするもので、給食利

用者の増による患者外給食代の追加であります。

５目長期前受金戻入につきましては、既決予定額に３３５万６，０００円を追加し、２，

７３１万３，０００円とするもので、長期前受金戻入額の再計算により追加するものであ

ります。
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６目その他医業外収益は、既決予定額に１３万２，０００円を追加し、１４７万１，０

００円とするもので、電気、テレビ使用料の追加及び入院に伴うその他分の減額でありま

す。

７目国庫補助金は、既決予定額より２６４万６，０００円を減額し、２２６万円とする

もので、医師招聘費用や日当直の診療応援医師に関わる補助金、国民健康保険特別調整交

付金の額の確定に伴う減額であります。

８目道補助金は、新規に５９万１，０００円を追加計上するもので、緊急時職場環境復

旧等支援事業交付金について当院で起きたクラスター発生が交付対象となることにより計

上したものであります。

病院事業収益総額では２，９６１万２，０００円を減額して、５億８，７８８万３，０

００円として収入支出のバランスを取っております。

続きまして、資本的収支の支出をご説明申し上げます。２５ページをお開き願います。

また、別に配付してございます補足説明資料の８ページをお開き願います。１款資本的支

出、２項建設改良費、１目固定資産購入費では、既決予定額より４５０万９，０００円を

減額し、２，１６３万５，０００円とするもので、機械備品購入費にて研修医住宅の改修

に伴い洗濯機の購入により施設費からの組替えと医療機械の入札、見積り合わせによる不

用額の減額であります。また、施設費は、研修医住宅改修工事の入札による不用額の減額

であります。

次に、資本的収支の収入をご説明申し上げます。２３ページをお開き願います。１款資

本的収入、１項補助金、１目国庫補助金では、既決予定額に５万円を追加し、２７５万円

とするもので、医療機器購入に関わる補助金、直営診療施設整備補助金の額の確定に伴う

追加であります。

２項負担金交付金、１目一般会計負担金では、既決予定額より２４５万４，０００円を

減額し、１，６３４万３，０００円とするもので、単独備品費の対象機器、建設改良費の

改修工事額、過疎債及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の額の確定に

伴い負担金を減額するものであります。

３項企業債につきましては、既決予定額より１６０万円を減額し、４８０万円とするも

ので、企業債対象機器の額の確定に伴い減額するものであります。

資本的収入が資本的支出額に対して不足する額であります６７９万２，０００円は、当

年度分損益勘定留保資金で補填するものです。

予定貸借対照表につきましては３ページに、またキャッシュフロー計算書につきまして

は５ページに添付してございますので、ご参照願います。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほど

お願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１５号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１５号 令和４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第１６号

〇議長（村山義明君） 日程第３、議案第１６号 令和４年度中頓別町水道事業特別会計

補正予算を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第１６号 令和４年度中頓別町水道事業特別会計補正予算に

つきまして、長尾建設課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾建設課参事。

〇建設課参事（長尾 享君） おはようございます。よろしくお願いいたします。それで

は、議案第１６号 令和４年度中頓別町水道事業特別会計補正予算についてご説明いたし

ます。

１ページをお開きください。令和４年度中頓別町水道事業特別会計補正予算。

令和４年度中頓別町の水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，３６９万円を減額し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２，４００万１，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越明許費であります。地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

それでは、４ページをお開きください。第２表、繰越明許費は、１款水道費、１項総務

費、簡易水道等施設整備費国庫補助金は１億２，４２２万９，０００円を翌年度に繰り越

して執行するものでございます。繰越しの理由でございますが、令和４年度から令和５年



- 58 -

度の債務負担行為により実施いたします簡易水道等施設整備費国庫補助事業の令和４年度

中頓別浄水場機械設備更新工事及び中頓別浄水場電気設備更新工事のうち、半導体及びモ

ーターを使用した機器類が新型コロナウイルス感染症の影響により生産が大幅に遅れてお

り、年度内の納品が見込めなくなったことから、令和５年度に繰り越して執行するもので

ございます。

第３表、地方債補正、水道事業債の限度額の変更でございます。起債の目的、水道事業

債の限度額を１億４，４８０万円から変更後１億３，６００万円とするもので、起債の方

法、利率、償還の方法に変更はございません。変更になった事業についてご説明いたしま

す。公営企業会計法適用事業の限度額の変更を４２０万円から変更後３９０万円に、簡易

水道等施設整備費国庫補助事業の限度額を変更前１億３，７８０万円から変更後１億２，

９５０万円に、町道水道管移設事業の限度額を変更前２８０万円から変更後２６０万円に

変更するもので、いずれも事業費の確定によるものでございます。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１２ページをお開きください。

１款水道費、１項総務費、１目一般管理費につきましては、既定額から２，３６９万円を

減額し、３億８，３０５万４，０００円とするもので、４節共済費のうち共済負担金につ

きましては負担率の増により４万７，０００円を追加し、８節旅費につきましては普通旅

費について実績見込みにより不用となりました５万円を減額するものでございます。１０

節需用費においては、量水器購入について１０万円を、１１節役務費においては電話料２

万円及びＷi―Ｆi回線利用料１４万円の実績見込みにより不用となった額についてそれぞ

れ減額するものでございます。１２節委託料では、漏水管路調査委託料について調査の対

象となる漏水がなかったことから３０万円を、電気保安協会管理委託料、非常用発電機点

検業務委託料、簡易水道事業法適用化支援業務委託料、町道水道管移設設計業務委託料に

つきまして事業費の確定により執行残となった額についてそれぞれ減額するもので、委託

料全体で９８万５，０００円を減額するものでございます。１４節工事請負費のうち配水

管布設工事については、道道中頓別停車場線道路改良工事の実施に合わせ老朽化した配水

管の布設替えを予定しておりましたが、道路改良工事を実施しなかったことにより１３０

万円を減額するものとなります。中頓別浄水場機械設備更新工事及び中頓別浄水場電気設

備更新工事につきましては、先ほど繰越明許費でご説明いたしました債務負担行為により

実施しております簡易水道等施設整備費国庫補助事業のうち令和４年度で実施する事業費

の確定により不用となった額について減額するもので、中頓別浄水場機械設備更新工事で

１，２０６万円、中頓別浄水場電気設備更新工事で９０４万５，０００円をそれぞれ減額

するものでございます。１７節備品購入費については、中頓別浄水場消火器購入について

執行残となった３万７，０００円を減額するものであります。

８ページをお開きください。歳出合計、既定額から２，３６９万円を減額し、４億２，

４００万１，０００円とするものであります。

続きまして、歳入を説明いたします。１０ページをお開きください。２款国庫支出金、



- 59 -

１項国庫支出金、１目水道事業費国庫支出金につきましては、既定額から４４８万２，０

００円を減額し、６，９８５万１，０００円とするもので、簡易水道等施設整備費国庫補

助金について令和４年度事業費の確定により減額するものでございます。

３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、既定額から１，０４０

万８，０００円を減額し、１億６，２４８万１，０００円とするもので、内訳につきまし

ては簡易水道等施設整備費国庫補助事業及び町道水道管移設設計業務委託料に係る過疎対

策事業債分について事業費の確定により８５０万円、その他基準外繰入金１９０万８，０

００円をそれぞれ減額するものでございます。

６款町債、１項町債、１目水道事業債につきましては、既定額から８８０万円を減額し、

１億３，６００万円とするもので、内容につきましては地方債補正で説明させていただき

ましたが、各事業の確定に伴う減額でございます。

６ページをお開きください。歳入合計、４億４，７６９万１，０００円から２，３６９

万円を減額し、４億２，４００万１，０００円とするものです。

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１６号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１６号 令和４年度中頓別町水道事業特別会計補正予算は原案のとおり

可決されました。

◎議案第１７号

〇議長（村山義明君） 日程第４、議案第１７号 令和４年度中頓別町下水道事業特別会

計補正予算を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第１７号 令和４年度中頓別町下水道事業特別会計補正予算

につきまして、長尾建設課参事から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 長尾建設課参事。

〇建設課参事（長尾 享君） それでは、議案第１７号 令和４年度中頓別町下水道事業
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特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開きください。令和４年度中頓別町下水道事業特別会計補正予算。

令和４年度中頓別町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，６５７万７，０００円

を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７６万６，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

４ページをお開きください。第２表、地方債補正、下水道事業債の限度額の変更でござ

います。起債の目的、下水道事業債の限度額を変更前３，５６０万円から変更後２，７７

０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。変更になっ

た事業についてご説明いたします。特定環境保全公共下水道整備事業の限度額を変更前３，

１４０万円から変更後２，３９０万円に、公営企業会計法適用事業の限度額を変更前４２

０万円から変更後３８０万円に変更するもので、いずれも事業費の確定によるものでござ

います。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１２ページをお開きください。

１款下水道費、１項総務管理費、１目一般管理費につきまして、既定額から１，６５７万

７，０００円を減額し、１億４，９３１万２，０００円とするもので、１０節需用費では

修繕費のうち下水道施設整備費について修繕の実績がなかったことから６０万円の減額、

１１節役務費ではＷi―Ｆi回線利用料について実績見込みにより不用となった額について

減額するものでございます。１２節委託料では、下水道管理センター外機器更新単価策定

委託料につきまして新型コロナウイルス感染症の影響で単価策定のための調査実施体制構

築が困難となったことにより２８０万円を皆減、その他委託料については事業の確定によ

る執行残についてそれぞれ減額するもので、委託料全体で３８４万５，０００円を減額す

るものでございます。１４節工事請負費では、下水道管理センター外電気・機械設備更新

工事について１，１９２万６，０００円を、１７節備品購入費ではマンホールポンプ所用

非常用発電機購入については１万６，０００円をそれぞれ事業費確定により執行残となっ

た額について減額するものでございます。

８ページをお開きください。歳出合計、既定額から１，６５７万７，０００円を減額し、

２億７６万６，０００円とするものです。

続きまして、歳入についてご説明いたします。１０ページをお開きください。２款国庫

支出金、１項国庫支出金、１目下水道事業費国庫支出金では、既定額から８２９万９，０

００円を減額し、６，０３０万１，０００円とするもので、社会資本整備総合交付金につ
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いて事業費の確定により減額するものでございます。

３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金では、既定額から９２万２，０００円を

減額し、８，２６３万円とするもので、内訳につきましては過疎対策事業債が事業費の確

定により３４０万円の減額、基準外繰入金を２４７万８，０００円追加することにより、

差し引いた９２万２，０００円について減額するものでございます。

５款町債、１項町債、１目下水道事業債では、既定額から７９０万円を減額し、２，７

７０万円とするもので、地方債補正で説明させていただきましたが、特定環境保全公共下

水道整備事業及び公営企業会計法適用事業の事業費確定によりそれぞれ減額するものでご

ざいます。

失礼いたしました。４款繰越金が抜けていましたので、再度ご説明させていただきます。

４款繰越金、１項１目繰越金につきましては、既定額に５４万４，０００円を追加し、５

４万５，０００円とするものです。内容につきましては、前年度繰越金の追加となってお

ります。

５款については、説明いたしましたので、省略いたします。

それでは、６ページをお開きください。歳入合計、既定額から１，６５７万７，０００

円を減額し、２億７６万６，０００円とするものでございます。

以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１７号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１７号 令和４年度中頓別町下水道事業特別会計補正予算は原案のとお

り可決されました。

◎議案第１８号

〇議長（村山義明君） 日程第５、議案第１８号 令和４年度中頓別町介護保険事業特別

会計補正予算を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第１８号 令和４年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予

算につきまして、相馬保健福祉課長から説明をさせていただきます。
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〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） 議案第１８号 令和４年度中頓別町介護保険事業特別会

計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和４年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算。

令和４年度中頓別町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算

の金額は、「第１表歳出予算補正」による。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

このたびの補正につきましては、歳入及び事業総額の変更はございませんので、歳出の

みのご説明とさせていただきます。５ページ目をお開き願います。歳出の補正では、２款

保険給付費の介護サービス及び介護予防サービス給付費を令和４年４月から令和５年１月

審査分までの実績を推計し、決算見込みに合わせて予算を精査したところであります。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費では、既定額

から７７５万円を減額し、１，５９１万７，０００円とするもので、１８節負担金補助及

び交付金において、６ページに内訳がありますが、居宅介護サービス訪問看護から特定施

設入居者生活介護までをそれぞれ決算見込みにより精査したものであります。

２目地域密着型介護サービス給付費では、既定額から６０万円を減額し、１，０４０万

円とするもので、こちらも決算見込みにより精査したものであります。

３目施設介護サービス給付費では、既定額に１，１７０万円を追加し、１億３，３６８

万円とするものであります。追加の要因としましては、７月に開設した介護医療院におけ

る給付費分が増加となったところであります。

４目居宅介護福祉用具購入費では、既定額から２０万円を減額し、５目居宅介護住宅改

修費では既定額から５万円を減額し、それぞれ決算見込みにより精査したものでございま

す。

２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費では、既定額から５０万円

を減額し、２目介護予防サービス計画給付費では既定額に５万円を追加し、それぞれ決算

見込みにより精査したものであります。

７ページをお開き願います。４目介護予防住宅改修費では、既定額に２５万円を追加し、

４５万円とするもので、追加の要因としましては当初４件を見込んでおりましたが、２件

増加となりまして増加分が不足となったもので今回追加をしたものであります。

６項１目特定入所者介護サービス費では、既定額から２９０万円を減額し、１，５１０

万円とするもので、こちらも決算見込みにより精査したものであります。

２ページ目をお開き願います。歳出の項、目内の予算の変更のため、補正額及び総額の

変更はございません。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお
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願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１８号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１８号 令和４年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は原案のと

おり可決されました。

◎議案第１９号

〇議長（村山義明君） 日程第６、議案第１９号 令和４年度中頓別町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第１９号 令和４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算につきまして、相馬保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（村山義明君） 相馬保健福祉課長。

〇保健福祉課長（相馬正志君） 議案第１９号 令和４年度中頓別町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算についてご説明をいたします。

１ページをお開き願います。令和４年度中頓別町の後期高齢者医療事業特別会計補正予

算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９９万円を減額し、歳入歳

出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３，２８８万６，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和５年３月２日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明をいたします。１０ページをお開き願います。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額から４万５，０００円を減額

し、１６６万３，０００円とするもので、内容につきましては８節旅費について決算見込

みにより予算を精査し、５万８，０００円を減額し、１１節役務費につきましては保険証

の交付に係る郵便料に不足が生じたため１万３，０００円を追加するものであります。
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２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、既

定額から９４万５，０００円を減額し、３，１１２万円とするもので、内容につきまして

は１８節負担金補助及び交付金において保険基盤安定負担金で１２８万１，０００円の減

額、保険料等負担金では保険料収入の額の見込みにより３３万６，０００円を追加するも

のであります。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額から９９万円を減額し、３，２８８万６，

０００円とするものであります。

続きまして、歳入についてご説明をいたします。８ページをお開き願います。１款後期

高齢者医療保険料、１項１目後期高齢者医療保険料では、既定額に３３万６，０００円を

追加し、１，９６５万９，０００円とするもので、１節現年度分特別徴収保険料で９２万

６，０００円を減額、２節現年度分普通徴収保険料で１２６万２，０００円を追加し、そ

れぞれ収入見込みによるものであります。

２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金では、既定額から１７万円を減額

し、３１２万７，０００円とするもので、歳出の１款総務費の減額によるものであります。

２目保険基盤安定繰入金につきましても既定額から１２８万１，０００円を減額し、９

８６万９，０００円とするもので、歳出、２款後期高齢者医療広域連合納付金での保険基

盤安定負担金の減額分に合わせて減額するものであります。

３款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に１２万５，０００円を追加し、１２万６，

０００円とするもので、前年度の繰越金を計上するものであります。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額から９９万円を減額し、３，２８８万６，

０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１９号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第１９号 令和４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。

◎休会の議決
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〇議長（村山義明君） これで本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。明日３月４日から３月７日までは休会としたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。

よって、明日３月４日から３月７日までは休会とすることに決しました。

◎散会の宣告

〇議長（村山義明君） 本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時５９分）
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